
　いつまでも元気で暮らす秘訣は、健康な時から介護予防のための活動を始めることです。 
　６５歳以上の方を対象に、さまざまな介護予防事業を行っています。事前申し込みは不要です。 
　お気軽にご参加ください。 

【問 合 先】健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

※注意事項 
①治療中の病気のある方は、主治医に相談してご参加ください。 
②最高血圧180mmHg以上、または最低血圧110mmHg以上の
場合や体調がすぐれない場合は、体操をご遠慮ください。 

内　容 

会　場 

持ち物 

時　間 

日　程 

畳の上に座ったり横になったりした状態で行う
ストレッチや体操です。※イスは使用できません。 

福祉会館2階（東陽町）※エレベーターがあり
ませんので、階段をご利用ください。 

飲み物・タオル 

午前10時～11時30分 

4月 

5月 

6月 

12日（水） 26日（水） 

17日（水） 31日（水） 

14日（水） 28日（水） 

7月 

8月 

9月 

12日（水） 26日（水） 

9日（水） 30日（水） 

13日（水） 27日（水） 

内 容  

会 場  

持ち物 

イスに座った状態で行うストレッチや体操です。 

福祉健康センター（長池） 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

5日（水） 19日（水） 

10日（水） 29日（月） 

7日（水） 21日（水） 

5日（水） 19日（水） 

2日（水） 23日（水） 

6日（水） 20日（水） 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

音楽を利用して「こころ」と「からだ」の健康
づくりを支援します。 

福祉健康センター（長池） 

午後1時30分～3時15分 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

21日（金） 

19日（金） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

21日（金） 

18日（金） 

1日（金） 

内 容  

会 場  

持ち物 

時 間  

日 程  

バランススティック、踏み台などを利用したス
トレッチや筋力アップ体操を行います。 

総合会館（中野） 

上履き・飲み物・タオル 

午後1時30分～3時15分 

4月 

5月 

6月 

6日（木） 20日（木） 

11日（木） 26日（金） 

1日（木） 15日（木） 

7月 

8月 

9月 

6日（木） 20日（木） 

3日（木） 17日（木） 

7日（木） 21日（木） 

上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 

体を動かす介護予防事業 

こころがふれあう介護予防事業 

【骨（こつ）こつストレッチ～畳の上で行うストレッチ～】 【貯筋（ちょきん）くらぶ～筋力アップ教室～】 
※午前の部又は午後の部どちらか一方の参加になります。 

【転倒予防教室～ウォーキングも実施～】 

【ふれあいひろば 
～音楽を利用して楽しいひとときを過ごす憩いの場～】 

午 前 の 部 

時 間  午前9時30分～11時15分 

日 程  

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

4日（火） 18日（火） 

9日（火） 30日（火） 

6日（火） 20日（火） 

4日（火） 18日（火） 

1日（火） 29日（火） 

6日（水） 19日（火） 

午 後 の 部 

時 間  午後1時30分～3時15分 

日 程  

参加料 無料 
参加料 無料 

参加料 無料 

参加料 無料 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

「シーツ玉入れ」、「じゃんけんたすき」など認
知症予防に役立つゲームを行います。 

福祉健康センター（長池） 

午前10時10分～11時20分 

飲み物 

4月 

5月 

6月 

7日（金） 

11日（木） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

7日（金） 

4日（金） 

1日（金） 

 
【脳元気教室～認知症予防ゲーム～】 

参加料 無料 

　平成２９年度分の保険料「均等割額」軽減割合は従来の９割軽減から７割軽減へ変更されます。
なお保険料「所得割額」の負担はありません。 

軽減割合 

9割軽減 

8.5割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

世帯（被保険者と世帯主）の平成28年中の総所得金額等の合計額 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない場合） 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（26.5万円→27万円へ） 

「33万円（基礎控除額）＋49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（48万円→49万円へ） 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

平成31年度 

9割軽減 

7割軽減 

5割軽減 

資格取得後2年を経過する月まで5割軽減 

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の
合計額となります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、
専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除
額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。 
●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。 

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称 
　　　　　　（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。） 

　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代か
らの支援金、国費なども増加傾向にあります。被保険者の方には保険料という形で医療費の一部を負
担していただいているところですが、一定の方の保険料は、本来あるべき保険料額から更に負担を抑
える特例措置が続けられています。 
　しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支
援している現役世代との不公平感も否めないことから、平成29年度の保険料からこの特例措置を段階
的に見直していくことになりました。具体的な軽減内容、改正箇所は以下のようになりますが、今後も安
心して後期高齢者医療制度を利用していただくための制度改正にご理解をお願いします。 

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直し 

【問 合 先】住民課　蕁３８８‐１１１５ 

被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 1

　平成２９年度分の保険料「所得割額」を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円
以下の方の「所得割額」軽減割合は、一律５割軽減から一律２割軽減へ変更されます。 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

5割軽減 

2割軽減 

軽減廃止 

保険料「所得割額」の軽減 2

保険料「均等割額」の軽減 （2割、5割軽減は判定基準額を拡大し、対象を拡げます） 3
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